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オンライン申請 ◆スマートフォンひとつで、いつでも申請可能 

 

 

 

 
    
 

 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 年度途中からの入所をご検討の保護者の方へ 
  

郡山市放課後児童クラブ  
令和 8 年度途中入所申請手続きのご案内 

③一覧から児童クラブ入所申請書を 
選択 

申請に必要な
添付書類を用
意する。 

※③で申請書を選択し、次へ進むと、 
ログイン画面が表示されます。 

④郡山市オンライン申請サービス 
(無料)の新規登録又はログイン 

 

勤務証明書など  

①オンライン申請 
トップページへ 

※詳しくは P２
「申請に必要な
書類」をご確認
ください。 

②トップページの申請できる手続 
き一覧で個人向け手続きを選択 

⑤入所申請 

手順① 手順② 手順③ 

手順④ 手順⑤ 

・入所児童や保護者などの申請情報を入力して
ください。 

・申請後、受付完了メールを送信します。 

受付完了 

 
申込期間 

申請方法 

１ ２ 
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♪ 申請に必要な書類  

 

 

。 
 

 

 

 
 

（1） 児童の監護ができないことを証明する書類  

保護者等:児童と同居している父母、65 歳未満の祖父母 

※ 

（2） 

 
 
 

誰のもの
が必要?  

  

入所要件の注意事項 

保護者とは 
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♪ 入所決定後の届出について  

 

 

 
 
 

♪ 放課後児童クラブについて  

入所期間は最大で年度単位です。 
翌年度以降も放課後児童クラブの利用を希望
する場合は、改めて申込みが必要です。 

注
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♪ よくあるお問合せ等    

Q ６５歳以上の祖母と同居し、働いていますが、勤務証明書が必要ですか。 
  →祖母の勤務証明書は不要です。 
 
Q 母が現時点で就労していませんが、これから働きたいと思っています。 
  →勤務予定先での勤務証明書又は内定通知書等を用意し、申込みをしてください。 
 
Q 児童クラブを預け先として、学区外の小学校に通わせることはできますか。 

→児童クラブを預け先とした学区外通学はできません。 
 
Q 下の子の保育所も申込みます。保育所の選考結果次第では児童クラブを利用しないかもしれません。 
  →復職しないことが確定した時点で、児童クラブの入所申込みを取り下げてください。 
 
Ｑ オンライン申請がどうしてもできない場合はどうしたらよいですか。 

→所定の申請書による紙での申請をしてください。 

＜提出書類＞ Ｐ2 申請に必要な書類(1)(2)に加え、郡山市放課後児童クラブ入所申請書、児童健康状態

等調査票、同意書  
＜提出窓口＞ 各公立児童クラブ   午後２時 00 分～午後６時 30 分（日・祝日を除く。） 

 

 
 

Ｑ 児童クラブでは、こどもたちはどのように過ごしますか。 

一日の流れ（モデルケース） 学校開校日 例(１年生の場合) 

時間 放課後 13:30   14:00      15:00      16:00     17:00    17:30       18:30  

活 
 動 
 内 
 容 

  

※宿題の時間は設けていますが、個別の学習指導は行っておりません。 

 

市内には、民間事業者が運営する放課後児童クラブがあります。民間放課後児童クラブの一覧は、 

郡山市ウェブサイトでご確認ください。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★民間放課後児童クラブについて★ 

 

◆所定の様式は、郡山市ウェブサイトからダウンロードすることができます。 

◆市役所こども総務企画課・各公立児童クラブで配布しています。 

宿 
 

題
※ 
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お問い合わせ先 
郡山市こども総務企画課  

放課後児童サポート係＜市役所西庁舎３階＞   
住所：〒963-8601 郡山市朝日一丁目 23 番７号 
電話：024-924-3801 

【指定管理者】 
株式会社 明日葉 郡山事務所 

住所：〒963－8011 郡山市若葉町 15－5 若葉ビル 5－1 
電話：024-983－1618  

※民間放課後児童クラブの詳細及び入所手続き等は、各クラブに直接お問合せください。 
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